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規

則

大
分
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
七
号

大
分
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
大
分
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
会
長
及
び
会
長
が
指
定
す
る
四
人
の
委
員
（
以
下
「
指
定
委
員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
指
定

委
員
（
会
長
及
び
会
長
が
指
定
す
る
四
人
の
委
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
及
び
同
項
第
二
号
ト
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
八
号

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
及
び
大
分
県
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
三
十
二

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
知
事
が
指
定
す
る
公
文
書
館
等
に
類
す
る
施
設
）

第
二
条

令
第
十
六
条
第
二
号
の
知
事
が
指
定
す
る
施
設
は
、
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
及
び
大
分
県
立
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
）

第
三
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
は
、
第
一
号
様
式
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
）

第
四
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
（
第
二
号
様
式
）
と
す
る
。

２

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
事
項
は
、
開
示
の
実
施
の
方
法
、
場
所
及
び
希
望

日
と
す
る
。

（
開
示
請
求
に
お
け
る
本
人
確
認
書
類
）

第
五
条

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
の
書
類
は
、
別
に
定
め
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
等
）

第
六
条

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
（
第
三
号
様
式
）
と
す

る
。

２

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書
（
第
四
号
様
式
）
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
等
）

第
七
条

法
第
八
十
三
条
第
二
項
後
段
及
び
条
例
第
五
条
第
二
項
後
段
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
決

定
等
期
間
延
長
通
知
書
（
第
五
号
様
式
）
と
す
る
。

２

法
第
八
十
四
条
後
段
及
び
条
例
第
六
条
後
段
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長

通
知
書
（
第
六
号
様
式
）
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
書
等
）

第
八
条

法
第
八
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
事
案
を
移
送
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

移
送
先
の
行
政
機
関

他
の
行
政
機
関
の
長
等
へ
の
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
書
（
第
七

号
様
式
）

二

開
示
請
求
者

開
示
請
求
者
へ
の
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書
（
第
八
号
様
式
）

令

和

五

年

号

外

四
〇

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
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日
（
祝
祭
日
に
当
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る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集
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明
文
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刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）
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�

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一



（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
の
通
知
等
）

第
九
条

法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
そ
れ
ぞ
れ
保
有
個
人
情
報
開
示
決

定
等
意
見
照
会
書
（
第
九
号
様
式
又
は
第
十
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
意
見
書
の
提
出
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
意
見
書
（
第

十
一
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
八
十
六
条
第
三
項
後
段
の
書
面
は
、
意
見
書
に
係
る
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
（
第
十
二

号
様
式
）
と
す
る
。

（
開
示
の
実
施
の
方
法
等
）

第
十
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
開
示
の
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し

た
も
の
の
閲
覧
若
し
く
は
写
し
の
交
付
又
は
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
視
聴
と
す
る
。
た
だ

し
、
知
事
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
文
書
の
写
し
又
は
そ
れ
を
複
写
し
た
も
の
の
交
付
の
部
数
は
、
一
件
の
請
求
に
つ
き
一
部
と
す
る
。

３

知
事
は
、
公
文
書
を
閲
覧
し
、
又
は
視
聴
す
る
者
が
当
該
閲
覧
又
は
視
聴
に
係
る
公
文
書
を
汚
損
し
、

又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
公
文
書
の
閲
覧
又
は
視
聴
を
中
止
さ
せ
、
又
は

禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

令
第
二
十
三
条
第
二
号
の
事
務
所
に
お
け
る
開
示
を
実
施
す
る
場
所
は
、
情
報
セ
ン
タ
ー
又
は
地
区
情

報
コ
ー
ナ
ー
と
す
る
。

５

令
第
二
十
六
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
実
施
方
法
等
申
出
書
（
第
十
三
号
様
式
）
と

す
る
。

（
費
用
負
担
等
）

第
十
一
条

条
例
第
七
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
写
し
の
交
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
別
に
定
め
る
。

２

前
項
の
費
用
は
、
現
金
又
は
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
に
規
定

す
る
郵
便
貯
金
銀
行
が
発
行
す
る
普
通
為
替
証
書
若
し
く
は
定
額
小
為
替
証
書
（
次
項
に
お
い
て
「
為
替

証
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

令
第
二
十
八
条
第
四
項
後
段
の
知
事
が
定
め
る
方
法
は
、
郵
便
切
手
又
は
為
替
証
書
に
よ
る
納
付
と
す

る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
）

第
十
二
条

法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
（
第
十
四
号
様
式
）
と
す

る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書
等
）

第
十
三
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書
（
第
十
五
号
様
式
）
と

す
る
。

２

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書
（
第
十
六
号
様
式
）
と
す

る
。

３

法
第
九
十
四
条
第
二
項
後
段
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
（
第
十
七
号

様
式
）
と
す
る
。

４

法
第
九
十
五
条
後
段
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
（
第
十
八
号
様

式
）
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
書
）

第
十
四
条

法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
事
案
を
移
送
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

者
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

移
送
先
の
行
政
機
関

他
の
行
政
機
関
の
長
等
へ
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
書
（
第
十

九
号
様
式
）

二

訂
正
請
求
者

訂
正
請
求
者
へ
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書
（
第
二
十
号
様
式
）

（
保
有
個
人
情
報
提
供
先
へ
の
訂
正
決
定
通
知
書
）

第
十
五
条

法
第
九
十
七
条
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
提
供
先
へ
の
訂
正
決
定
通
知
書
（
第
二
十
一
号
様

式
）
と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
）

第
十
六
条

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
（
第
二
十
二
号
様
式
）

と
す
る
。

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
等
）

第
十
七
条

法
第
百
一
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
（
第
二
十
三
号
様

式
）
と
す
る
。

２

法
第
百
一
条
第
二
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書
（
第
二
十
四
号
様
式
）
と

す
る
。

３

法
第
百
二
条
第
二
項
後
段
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
（
第
二
十

五
号
様
式
）
と
す
る
。

４

法
第
百
三
条
後
段
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
（
第
二
十
六

号
様
式
）
と
す
る
。

（
諮
問
を
し
た
旨
の
通
知
）

第
十
八
条

法
第
百
五
条
第
三
項
で
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
大
分
県
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
審
査
会
諮
問
通
知
書
（
第
二
十
七
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二



第
１
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
 

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
 

行
政
機
関
等
の
名
称

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
利
用
に
供
さ
れ

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
組
織
の
名
称

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
利
用
目
的
 

記
録
項
目

記
録
範
囲

記
録
情
報
の
収
集
方
法
 

要
配
慮
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、

そ
の
旨
 

記
録
情
報
の
経
常
的
提
供
先
 

開
示
請
求
等
を
受
理
す
る
組
織
の
名
称

及
び
所
在
地
 

（
名
 
称
）
 

（
所
在
地
）
 

訂
正
及
び
利
用
停
止
に
関
す
る
他
の
法

令
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
手
続
等
 

第
十
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

２

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
大
分
県
規
則
第
六
十
一
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

三



個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
種
別
 

□
法
第
6
0
条
第
2
項
第
１
号
 

 
（
電
算
処
理
フ
ァ
イ
ル
）
 

□
法
第
6
0
条
第
2
項
第
２
号
 

 
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
処
理
フ
ァ
イ
ル
）

政
令
第
2
1
条
第
7
項
に
該
当
す

る
フ
ァ
イ
ル
 

□
有
 
□
無
 

行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
の
提
案
の

募
集
を
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ

る
旨

行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
の
提
案
を

受
け
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地
 

行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
の
概
要

作
成
さ
れ
た
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情

報
に
関
す
る
提
案
を
受
け
る
組
織
の
名

称
及
び
所
在
地

作
成
さ
れ
た
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情

報
に
関
す
る
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
 

備
 
 
 
考
 

第
２
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）
 

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
知
事

殿
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
名

住
所
又
は
居
所
 

〒
 
 
 
 
 

電
話
番
号
( 
 
) 
 
 
―
 
 
 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
57
号
）
第
7
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の

と
お
り
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
し
ま
す
。
 

記
 

1
 
開
示
を
請
求
す
る
保
有
個
人
情
報
（
具
体
的
に
特
定
し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

2
 
求
め
る
開
示
の
実
施
方
法
等
（
本
欄
の
記
載
は
任
意
で
す
。
）
 

ア
又
は
イ
に
○
印
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。
ア
を
選
択
し
た
場
合
は
、
実
施
の
方
法
、
場
所
及
び
希
望
日

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ア
 
窓
口
に
お
け
る
開
示
の
実
施
を
希
望
す
る
。
 

＜
実
施
の
方
法
＞
 
□
閲
覧
又
は
視
聴
 
 
□
写
し
の
交
付
 
 

＜
実
施
の
場
所
＞
 
□
情
報
セ
ン
タ
ー
 
 
□
地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー
( 
 
 
地
区
) 
 

＜
実
施
の
希
望
日
＞
 

年
 

月
 
 
 
日

イ
 
写
し
の
送
付
を
希
望
す
る
。
 

3
 
本
人
確
認
等
 

ア
 
開
示
請
求
者 
 
 
□
本
人
 
 
□
法
定
代
理
人
 
 
□
任
意
代
理
人
 

イ
 
請
求
者
本
人
確
認
書
類
 

□
運
転
免
許
証
 
 
□
健
康
保
険
被
保
険
者
証
 
 
□
個
人
番
号
カ
ー
ド
 

□
そ
の
他
（
 

 
 
）

※
請
求
書
を
送
付
し
て
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
加
え
て
住
民
票
の
写
し
等
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ウ
 
本
人
の
状
況
等
（
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

（
ア
）
 
本
人
の
状
況
 
□
未
成
年
者
（
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
）
 
□
成
年
被
後
見
人
 

□
任
意
代
理
人
委
任
者
 

（
ふ
り
が
な
）

（
イ
）
 
本
人
の
氏
名

（
ウ
）
 
本
人
の
住
所
又
は
居
所
 
〒

エ
 
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
、
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
請
求
資
格
確
認
書
類
 
 
□
戸
籍
謄
本
 
□
登
記
事
項
証
明
書
 
□
そ
の
他
（
 

）
 

オ
 
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
、
次
の
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

請
求
資
格
確
認
書
類
 
 
□
委
任
状
 
□
そ
の
他
（
 

 
 
）

4
 
職
員
記
載
欄
 

事
務
担
当
課
所
等
 

備
考
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

四



第
３
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
 

 
 
 
第

 
号
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

　
　
　
年
　
 月
　
 日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
8
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
開
示
す
る
こ
と
に
決
定
し

た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

記
 

1
 
開
示
す
る
保
有
個
人
情
報
（
 
全
部
開
示
 
・
 
部
分
開
示
 
）
 

2
 
不
開
示
と
し
た
部
分
と
そ
の
理
由
 

※
 
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以

内
に
、
大
分
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
 

ま
た
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、

大
分
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
大
分
県
を
代
表
す
る
者
は
大
分
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
た
だ
し
、
上
記
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

3
 
開
示
す
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
目
的
 

(裏
) 

4
 
開
示
の
実
施
の
方
法
等
（
同
封
の
説
明
事
項
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。
）
 

あ
な
た
が

開
示
請
求

書
に
記
載

し
た
開
示

の
実
施
方

法
に
よ
る

開
示
の
可

否
等
 

写
し
の
作

成
に
要
す

る
費
用
 

円
（
 

 
）

郵
送
に
要

す
る
費
用

等
 

１
 
準
備
に
要
す
る
日
数
 
 
 
 
日

２
 
郵
送
に
要
す
る
費
用
 
 
 
円
（
普
通
郵
便
の
場
合
）
 

※
簡
易
書
留
又
は
本
人
限
定
受
取
の
方
法
を
希
望
す
る
場
合
は
、
別
途
費
用
が
必
要
で
す
。 

5
 
事
務
担
当
課
所
等
 

電
話
番
号
 
（

 
）

 
 
－

備
考
 
窓
口
で
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
通
知
書
を
係
員
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

五



第
４
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
殿
 

大
分
県
知
事

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
8
2
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
全
部

を
開
示
し
な
い
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

記
 

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等
 

開
示
し
な
い
理
由
 

 

事
務
担
当
課
所
等
 

電
話
番
号
（
 
 
 
 
）
 
 
 
－
 
 
 
 
 
 

※
 
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以

内
に
、
大
分
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
 

ま
た
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、

大
分
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
大
分
県
を
代
表
す
る
者
は
大
分
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し

の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６

か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
た
だ
し
、
上
記
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す

る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
５
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
殿
 

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
8
3
条
第
２
項
及
び
大
分
県
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条

例
（
令
和
４
年
大
分
県
条
例
第
3
2
号
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
開
示
決
定
等
の

期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

記
 

開
示
請
求
に
係
る

保
有
個
人
情
報
の

名
称
等
 

延
長
後
の
期
間
 

日
（
開
示
決
定
等
期
限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
）
 

延
長
の
理
由
 

 

事
務
担
当
課
所
等
 

電
話
番
号
（
 
 
 
 
）

 
－

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

六



第
６
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
殿
 

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
8
4
条
及
び
大
分
県
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
（
令

和
４
年
大
分
県
条
例
第
3
2
号
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
開
示
決
定
等
の
期
間
を
延
長

し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記
 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個

人
情
報
の
名
称
等

開
示
決
定
等
の
期
限
の
特

例
（
法
第
8
4
条
及
び
条
例

第
６
条
）
を
適
用
す
る
理

由
 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個

人
情
報
の
う
ち
の
相
当
の

部
分
に
つ
い
て
開
示
決
定

等
を
す
る
期
限
 

 
 
 
 
年
 
月
 
日

残
り
の
保
有
個
人
情
報
に

つ
い
て
開
示
決
定
等
を
す

る
期
限
 

 
 
 
年
 
月
 
日
 

事
務
担
当
課
所
等

 
 
電
話
番
号
（
 
 
 
 
）
 
 
－

第
７
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

他
の
行
政
機
関
の
長
等
へ
の
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

（
他
の
行
政
機
関
の
長
等
）
 
殿
 

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
大
分
県
知
事
に
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
、
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
8
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記

の
と
お
り
移
送
し
ま
す
。
 

記
 

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等
 

開
示
請
求
者
氏
名
等
 

氏
 
名
：

住
所
又
は
居
所
：

連
絡
先
：

 
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
に
よ
る
開
示
請
求
の
場
合
 

 
本
人
の
状
況
 
□
未
成
年
者
（
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
）
 
□
成
年
被
後
見
人
 

□
任
意
代
理
人
委
任
者
 

 
本
人
の
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本
人
の
住
所
又
は
居
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添
付
資
料
等
 

・
 

・
 

・
 

・
 

開
示
請
求
書
 

移
送
前
に
行
っ
た
行
為
の
概
要
記
録
 

事
務
担
当
課
所
等
 

電
話
番
号
（
 
 
 
）
 
 
 
―

備
考
 

（
複
数
の
他
の
行
政
機
関
の
長
等
に
移
送
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

七



第
８
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

開
示
請
求
者
へ
の
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿

大
分
県
知
事

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
8
5
条
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
移
送

し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

な
お
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
は
、
下
記
の
移
送
先
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
す
。
 

記
 

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等
 

移
送
を
し
た
日
 

 
 
 
年
 
月
 
日

移
送
の
理
由

移
送
先

（
行
政
機
関
の
長
等
）

（
連
絡
先
）
 

部
局
課
室
名
：

所
在
地
：
 

電
話
番
号
：

移
送
を
し
た
機
関
の
事

務
担
当
課
所
等
 

  
電
話
番
号
（
 
 
 
 
）

 
 
－

第
９
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
意
見
照
会
書
（
法
第
8
6
条
第
１
項
適
用
）

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿

大
分
県
知
事

□ 印
 

（
あ
な
た
、
貴
社
等
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
7
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
が
あ
り

ま
し
た
。
 

つ
き
ま
し
て
は
、
同
法
第
8
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
の
で
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を

開
示
す
る
こ
と
に
つ
き
意
見
が
あ
る
場
合
は
、
同
封
し
た
「
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
意
見
書
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

な
お
、
提
出
期
限
ま
で
に
意
見
書
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
特
に
意
見
が
な
い
も
の
と
し
て
取
り

扱
い
ま
す
。

記
 

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

開
示
請
求
の
年
月
日

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
に
含
ま
れ
て

い
る
（
あ
な
た
、
貴
社
等
）

に
関
す
る
情
報
の
内
容

意
見
書
の
提
出
先

（
事
務
担
当
課
所
等
）

（
課
室
名
）

（
所
在
地
）

（
電
話
番
号
）
（
 

）
 
 
 
－

意
見
書
の
提
出
期
限

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

八



第
1
0
号
様
式（
第
９
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
意
見
照
会
書
（
法
第
8
6
条
第
２
項
適
用
）

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿
 

大
分
県
知
事

□ 印
 

（
あ
な
た
、
貴
社
等
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
7
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
が
あ
り

ま
し
た
。
 

つ
き
ま
し
て
は
、
同
法
第
8
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
の
で
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を

開
示
す
る
こ
と
に
つ
き
意
見
が
あ
る
場
合
は
、
同
封
し
た
「
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
意
見
書
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
な
お
、
提
出
期
限
ま
で
に
意
見
書
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
特
に
意
見
が
な
い
も
の
と
し
て
取
り

扱
い
ま
す
。

記
 

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

開
示
請
求
の
年
月
日

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

法
第
8
6
条
第
2
項
第
1
号

又
は
第
2
号
の
規
定
の
適

用
区
分
及
び
そ
の
理
由

適
用
区
分
 
□
第
１
号
 
□
第
２
号
 

（
適
用
理
由
）
 

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
に
含
ま
れ
て

い
る
（
あ
な
た
、
貴
社
等
）

に
関
す
る
情
報
の
内
容

意
見
書
の
提
出
先
 

（
事
務
担
当
課
所
等
）

（
課
室
名
）

（
所
在
地
）

（
電
話
番
号
）
（
 
 
 
）
 
 
 
－

意
見
書
の
提
出
期
限

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

第
1
1
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
意
見
書

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
知
事

 
 
 
 
殿

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称
 

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
団
体
の
代
表
者
名
）
 

住
所
又
は
居
所
 

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
照
会
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
意

見
を
提
出
し
ま
す
。

記
 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個

人
情
報
の
名
称
等

開
示
に
関
し
て
の
意
見

□
保
有
個
人
情
報
を
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
支
障
が
な
い
。

□
保
有
個
人
情
報
を
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
支
障
が
あ
る
。

 
（
1
）
 
支
障
（
不
利
益
）
が
あ
る
部
分
 

 
（
2
）
 
支
障
（
不
利
益
）
の
具
体
的
理
由

連
 
絡
 
先
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

九



第
1
2
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）意
見
書
に
係
る
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿
 

大
分
県
知
事

□ 印
 

（
あ
な
た
、
貴
社
等
）
か
ら
 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
「
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
意
見
書
」
の
提

出
が
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
決

定
し
た
の
で
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
8
6
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
通
知
し
ま
す
。

記
 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個

人
情
報
の
名
称
等

開
示
す
る
理
由
 

開
示
決
定
を
し
た
日

 
 
 
年
 
月
 
日

開
示
を
実
施
す
る
日

 
 
 
年
 
月
 
日

事
務
担
当
課
所
等

電
話
番
号
（
 

）
 
 
 
－

※
 
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以

内
に
、
大
分
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
 

ま
た
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、

大
分
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
大
分
県
を
代
表
す
る
者
は
大
分
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
た
だ
し
、
上
記
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
1
3
号
様
式
（
第
1
0
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
開
示
実
施
方
法
等
申
出
書

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

大
分
県
知
事
 
 
 
 

殿（
ふ
り
が
な
）

 
 
氏
名

住
所
又
は
居
所
 

 
 
〒

電
話
番
号
（
　
　
）
　
　
－

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
8
7
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り

申
出
を
し
ま
す
。

記
 

1
 
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
の
番
号
等
 

文
書
番
号
：
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

日
 
 
付
：
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

2
 
開
示
決
定
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
名
称

3
　
求
め
る
開
示
の
内
容

開
示
を
求
め
る
保
有
個
人
情
報

実
施
の
方
法

□
 
2
の
全
部

 □
 
2
の
一
部

 

一
部
の
場
合
、
当
該
部
分
の
内
容

    

□
 
窓
口
に
お
け
る
開
示

（
１
）
実
施
の
方
法
 

□
 閲
覧
又
は
視
聴
 
 
□
 写
し
の
交
付

 
（
２
）
開
示
の
場
所

 
 
 
□
 情
報
セ
ン
タ
ー
 
□
 地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
 
 
 
）

（
３
）
実
施
を
希
望
す
る
日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

 
 
希
望
す
る
郵
送
方
法

 
 
 
□
 普
通
郵
便
 
 
□
 簡
易
書
留
 
 
□
 本
人
限
定
受
取
 

※
１
 
該
当
す
る
□
内
に
レ
点
を
記
入
し
、
（
 
）
内
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
２
 
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
技
術
的
な
事
情
に
よ
り
希
望
し
た
方
法
に
よ
る
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
 

※
３
 
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
部
分
ご
と
に
異
な
る
方
法
に
よ
る
開
示
の
実
施
を
求
め
る
場
合
は
、
別
紙
に
よ
り
当
該
部

分
ご
と
に
開
示
の
実
施
方
法
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

4
 
申
出
書
等
の
提
出
先
 

大
分
県
情
報
セ
ン
タ
ー
 

 
 
〒
8
7
0
－
8
5
0
1
 
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
〇



（
別
紙
）

開
示
を
求
め
る
保
有
個
人
情
報
 

実
施
の
方
法
 

□
 
2
の
一
部
 

一
部
の
場
合
、
当
該
部
分
の
内
容
 

□
 
窓
口
に
お
け
る
開
示

（
１
）
実
施
の
方
法
 

□
 閲
覧
又
は
視
聴
 
 
□
 写
し
の
交
付

（
２
）
開
示
の
場
所

 
 
 
□
 情
報
セ
ン
タ
ー
 
□
 地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
 
 
 
）

（
３
）
実
施
を
希
望
す
る
日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

 
 
希
望
す
る
郵
送
方
法

 
 
 
□
 普
通
郵
便
 
 
□
 簡
易
書
留
 
 
□
 本
人
限
定
受
取
 

□
 
2
の
一
部
 

一
部
の
場
合
、
当
該
部
分
の
内
容
 

□
 
窓
口
に
お
け
る
開
示

（
１
）
実
施
の
方
法
 

□
 閲
覧
又
は
視
聴
 
 
□
 写
し
の
交
付

（
２
）
開
示
の
場
所
 

 
 
 
□
 情
報
セ
ン
タ
ー
 
□
 地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
 
 
 
）

（
３
）
実
施
を
希
望
す
る
日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

 
 
希
望
す
る
郵
送
方
法

 
 
 
□
 普
通
郵
便
 
 
□
 簡
易
書
留
 
 
□
 本
人
限
定
受
取
 

□
 
2
の
一
部
 

一
部
の
場
合
、
当
該
部
分
の
内
容
 

□
 
窓
口
に
お
け
る
開
示
 

（
１
）
実
施
の
方
法
 

□
 閲
覧
又
は
視
聴
 
 
□
 写
し
の
交
付
 

（
２
）
開
示
の
場
所

 
 
 
□
 情
報
セ
ン
タ
ー
 
□
 地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
 
 
 
）

（
３
）
実
施
を
希
望
す
る
日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

 
 
希
望
す
る
郵
送
方
法

 
 
 
□
 普
通
郵
便
 
 
□
 簡
易
書
留
 
 
□
 本
人
限
定
受
取
 

第
1
4
号
様
式
（
第
1
2
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
殿

 
 
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
 

住
所
又
は
居
所
 

 
 
〒

電
話
番
号
（
 
 
 
）

－

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
9
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記

の
と
お
り
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
請
求
し
ま
す
。
 記
 

訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の

開
示
を
受
け
た
日

年
 
 
月
 
 
日
 

開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た

保
有
個
人
情
報

開
示
決
定
通
知
書
の
文
書
番
号
：

日
付
：
 
年
 
月
 
日

開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
の
名
称
等

訂
正
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由
 

（
趣
旨
）

（
理
由
）

1
 
訂
正
請
求
者
 
 
 
□
本
人
 
 
□
法
定
代
理
人
 
 
□
任
意
代
理
人
 

2
 
請
求

本
人
の
状
況
等
（
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

者
本
人
確
認
書
類
 

 
□
運
転
免
許
証
 
 
□
健
康
保
険
被
保
険
者
証
 
 
□
個
人
番
号
カ
ー
ド

 
□
そ
の
他
（
 
 
 

 
 
）

※
 
請
求
書
を
送
付
し
て
請
求
す
る
場
合
に
は
、
加
え
て
住
民
票
の
写
し
等
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

3 
ア
 
本
人
の
状
況
 
□
未
成
年
者
（
 

年
 
 
月

日
生
）
 
□
成
年
被
後
見
人
 

□
任
意
代
理
人
委
任
者
 

（
ふ
り
が
な
）
 

 
イ
 
本
人
の
氏
名
 

 
ウ
 
本
人
の
住
所
又
は
居
所
 
〒
 

4
 
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
、
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 請
求
資
格
確
認
書
類
 
 
□
戸
籍
謄
本
 
□
登
記
事
項
証
明
書
 
□
そ
の
他
（
 
 
 

）
 

5
 
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
、
次
の
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

請
求
資
格
確
認
書
類
 
 
□
委
任
状
 
□
そ
の
他
（
 

）
 

職
員
記
載
欄

事
務
担
当
課
所
等

備
考

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
一



第
1
5
号
様
式
（
第
1
3
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿

大
分
県
知
事

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
9
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
訂
正
す
る
こ

と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記
 

訂
正
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

訂
正
請
求
の
趣
旨

訂
正
す
る
内
容
及
び
理

由
 

（
訂
正
内
容
）
 

（
訂
正
理
由
）
 

事
務
担
当
課
所
等
 

 
 
電
話
番
号
（
 

）
 
 
 
－

※
 
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以

内
に
、
大
分
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
 

ま
た
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、

大
分
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
大
分
県
を
代
表
す
る
者
は
大
分
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
た
だ
し
、
上
記
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
1
6
号
様
式
（
第
1
3
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿

大
分
県
知
事

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
9
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
訂
正
し
な
い

こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

記
 

訂
正
請
求
に
係
る

保
有
個
人
情
報
の

名
称
等

訂
正
し
な
い
理
由
 
 

事
務
担
当
課
所
等

電
話
番
号
（
 

）
 
 
 
－

※
 
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月

以
内
に
、
大
分
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
 

ま
た
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

に
、
大
分
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
大
分
県
を
代
表
す
る
者
は
大
分
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し

の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
た
だ
し
、
上
記
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
二



第
1
7
号
様
式
（
第
1
3
条
関
係
)

保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
殿

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
9
4
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お

り
訂
正
決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

記
 

訂
正
請
求
に
係
る

保
有
個
人
情
報
の

名
称
等

延
長
後
の
期
間
 

日
（
訂
正
決
定
等
期
限
 
 
 
 
年
 
月
 
日
）

延
長
の
理
由
 

 

事
務
担
当
課
所
等

電
話
番
号
（
 
 
 
）
 
 
 
－

第
1
8
号
様
式
（
第
1
3
条
関
係
)

保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
殿

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
9
5
条
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
訂
正

決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記
 

訂
正
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等
 

訂
正
決
定
等
の
期
限
の

特
例
（
法
第
9
5
条
）
を

適
用
す
る
理
由
 

訂
正
決
定
等
を
す
る
期

限
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

事
務
担
当
課
所
等

 
 
電
話
番
号
（
 

）
 

－
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
三



第
1
9
号
様
式
（
第
1
4
条
関
係
)

他
の
行
政
機
関
の
長
等
へ
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

（
他
の
行
政
機
関
の
長
等
）
 
殿
 

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
大
分
県
知
事
に
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
に
つ
い
て
、

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
9
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

下
記
の
と
お
り
移
送
し
ま
す
。

記
 

訂
正
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

訂
正
請
求
者
氏
名
等

氏
 
名
：

住
所
又
は
居
所
：

連
絡
先
：

 
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
に
よ
る
訂
正
請
求
の
場
合
 

 
本
人
の
状
況
 
□
未
成
年
者
（
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
）
 
□
成
年
被
後
見
人
 

□
任
意
代
理
人
委
任
者
 

 
本
人
の
氏
名

 
本
人
の
住
所
又
は
居
所

添
付
資
料
等

・
訂
正
請
求
書
 

・
移
送
前
に
行
っ
た
行
為
の
概
要
記
録
 

・
 

・
 

事
務
担
当
課
所
等

電
話
番
号
（

 
）

 
 
―

備
考

（
複
数
の
他
の
行
政
機
関
の
長
等
に
移
送
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）

第
2
0
号
様
式
（
第
1
4
条
関
係
）

訂
正
請
求
者
へ
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿

大
分
県
知
事

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
9
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お

り
事
案
を
移
送
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

 
な
お
、
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
決
定
等
は
、
下
記
の
移
送
先
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
す
。

記
 

訂
正
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等
 

  

移
送
を
し
た
日
 

 
 
 
年
 
月
 
日

移
送
の
理
由
 

 

移
送
先
 

（
行
政
機
関
の
長
等
）

 
（
連
絡
先
）
 

 
 
部
局
課
室
名
：

 
 
所
在
地
：
 

 
 
電
話
番
号
：

移
送
を
し
た
機
関
の
事

務
担
当
課
所
等
 

 
電
話
番
号
（
 
 
 
 
）

 
 
－

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
四



第
2
1
号
様
式
（
第
1
5
条
関
係
）
 

保
有
個
人
情
報
提
供
先
へ
の
訂
正
決
定
通
知
書
  
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

（
他
の
行
政
機
関
の
長
等
）
 
殿
 

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

（
他
の
行
政
機
関
の
長
等
）
に
提
供
し
て
い
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
下
記
の
通
り
訂
正
を

実
施
し
た
の
で
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
9
7
条
の
規
定

に
よ
り
通
知
し
ま
す
。
 

記
 

訂
正
を
実
施
し
た
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

保
有
個
人
情
報
の
特
定

の
た
め
の
情
報
 

（
訂
正
請
求
者
の
氏
名
、
住
所
等
）
 

訂
正
し
た
内
容
及
び
理

由
 

（
訂
正
内
容
）
 

（
訂
正
理
由
）
 

事
務
担
当
課
所
等

電
話
番
号
（
 

）
 

－
 

第
2
2
号
様
式
（
第
1
6
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
知
事

 
 
 
 
 
殿

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
 

住
所
又
は
居
所
 

 
 
〒

電
話
番
号
（
 
 
）

－

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
9
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記

の
と
お
り
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
請
求
し
ま
す
。

記
 

利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個

人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
 

 
年

月
 
 
日

開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受

け
た
保
有
個
人
情
報
 

開
示
決
定
通
知
書
の
文
書
番
号
：

 
 
日
付
：
 
年
 
月
 
日
 

開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
の
名
称
等

利
用
停
止
請
求
の
趣
旨
及
び
理

由
 

（
趣
旨
）
 

□
第
1
号
該
当
 
→
 
□
利
用
の
停
止
、
□
消
去

□
第
2
号
該
当
 
→
 
提
供
の
停
止
 

（
理
由
）

1
 
利
用
停
止
請
求
者
 
 
 
□
本
人
 
 
□
法
定
代
理
人
 
□
任
意
代
理
人

2
 
請
求

本
人
の
状
況
等
（
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

者
本
人
確
認
書
類
 

 
 
□
運
転
免
許
証
 
 
□
健
康
保
険
被
保
険
者
証
 
 
□
個
人
番
号
カ
ー
ド

 
 
□
そ
の
他
（
 
 
 

 
 
）

 
※
 
請
求
書
を
送
付
し
て
請
求
す
る
場
合
に
は
、
加
え
て
住
民
票
の
写
し
等
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

3
 
 
ア
 
本
人
の
状
況
 
□
未
成
年
者
（
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
）
 
 
□
成
年
被
後
見
人

□
任
意
代
理
人
委
任
者

（
ふ
り
が
な
）

 
イ
 
本
人
の
氏
名
 

 
ウ
 
本
人
の
住
所
又
は
居
所
 

4
 
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
、
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 請
求
資
格
確
認
書
類
 
 
□
戸
籍
謄
本
 
□
登
記
事
項
証
明
書
 
□
そ
の
他
（
 
 
 

 
 
）

5
 
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
、
次
の
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

請
求
資
格
確
認
書
類
 
 
□
委
任
状
 
□
そ
の
他
（
 

）
 

職
員
記
載
欄
 

事
務
担
当
課
所
等

備
考
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
五



第
2
3
号
様
式
（
第
1
7
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
1
0
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
利
用
停

止
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記
 

利
用
停
止
請
求
に
係
る
保

有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

利
用
停
止
請
求
の
趣
旨
 

利
用
停
止
す
る
内
容
及
び

理
由
 

（
利
用
停
止
の
内
容
）

（
利
用
停
止
の
理
由
）

事
務
担
当
課
所
等
 

電
話
番
号
（
 
 
 
）

 
－

※
 
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以

内
に
、
大
分
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

ま
た
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、

大
分
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
大
分
県
を
代
表
す
る
者
は
大
分
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
た
だ
し
、
上
記
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
2
4
号
様
式
（
第
1
7
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿
 

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
1
0
1
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
利
用
停

止
し
な
い
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記
 

利
用
停
止
請
求
に
係
る
保

有
個
人
情
報
の
名
称
等

利
用
停
止
し
な
い
理
由

事
務
担
当
課
所
等

電
話
番
号
（
 
 
 
）

 
－

※
 
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以

内
に
、
大
分
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
 

ま
た
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、

大
分
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
大
分
県
を
代
表
す
る
者
は
大
分
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
た
だ
し
、
上
記
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
六



第
2
5
号
様
式
（
第
1
7
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
殿

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
1
0
2
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と

お
り
利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記
 

利
用
停
止
請
求
に
係

る
保
有
個
人
情
報
の

名
称
等

延
長
後
の
期
間
 

日
（
利
用
停
止
決
定
等
期
限
 
 
 
年
 
月
 
日
）
 

延
長
の
理
由

事
務
担
当
課
所
等

電
話
番
号
（
 

）
 
 
 
－

第
2
6
号
様
式
（
第
1
7
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
殿

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

 
 
 
年
 
月
 
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
1
0
3
条
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
利

用
停
止
決
定
等
の
期
限
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記
 

利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個

人
情
報
の
名
称
等

利
用
停
止
決
定
等
の
期
限
の
特

例
（
法
第
1
0
3
条
）
を
適
用
す

る
理
由

利
用
停
止
決
定
等
を
す
る
期
限
 
 
 
 
年
 
月
 
日
 

事
務
担
当
課
所
等

電
話
番
号
（
 

）
 

－
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
七



第
2
7
号
様
式
（
第
1
8
条
関
係
）

大
分
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
諮
問
通
知
書
 

 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
殿

大
分
県
知
事
 
 
 

□ 印
 

個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
[訂
正
決
定
等
、
利
用
停
止
決
定
等
]に
対
す
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
、
下

記
の
と
お
り
大
分
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問
し
た
の
で
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
7
号
）
第
1
0
5
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
通
知
し
ま
す
。
 

記
 

審
査
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

審
査
請
求
に
係
る
開
示

決
定
等
[訂
正
決
定
等
、

利
用
停
止
決
定
等
]の
内

容
 

審
査
請
求

（
1
）
 
審
査
請
求
日
 

（
2
）
 
審
査
請
求
の
趣
旨
 

諮
問
日
・
諮
問
番
号

 
 
 
年
 
月
 
日
・
 
 
諮
問
 
 
号

事
務
担
当
課
所
等
 

電
話
番
号
（
 

）
 

－
 

（
注
1
）
 
「
審
査
請
求
に
係
る
開
示
決
定
等
[訂
正
決
定
等
、
利
用
停
止
決
定
等
]の
内
容
」
の
欄
に
つ
い

て
は
、
開
示
決
定
等
[訂
正
決
定
等
、
利
用
停
止
決
定
等
]の
日
付
・
文
書　
番
号
、
開
示
決
定
等
[訂
正

決
定
等
、
利
用
停
止
決
定
等
]を
し
た
者
、
開
示
決
定
等
[訂
正
決
定
等
、
利
用
停
止
決
定
等
]の
種
類

（
開
示
決
定
、
不
開
示
決
定
等
）
を
記
載
す
る
。
 

（
注
2
）
 
「
諮
問
日
・
諮
問
番
号
」
の
欄
は
、
大
分
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
が
付
す
番
号

で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
八


